
（高知市契約課）             建築・建築設備工事等における「入札時積算数量書活用方式」試行について

※対象工事：競争入札に付する建築・建築設備工事等② 方式フロー

令和7年10月１日施行　

〇

〇

改正品確法の基本理念に基づく公正な契約の履行

方式の協議による適正な数量に基づいた変更により、契約の適正化の実現 提出した工事費内訳明細書で、受注者独自の数量算出による項目は対象外

疑義が生じた数量が対象であるが、単価は対象外

① 目的

〇

〇

〇

③ 確認の請求・協議の対象について

数量が一式表示（別紙明細）の項目は対象外

確認の請求は、施工図承認や下請見積徴収時期を目安とし、契約後の打合せにて 

協議し、時期を決定する。

〇

〇 入札時積算数量書にあるべき項目がない場合、協議は可能

〇 発注者からの協議も可能 

④ 確認の請求・協議の時期について

入札

〇

契約書上、疑義に係る積算数量部分の工事完了まで確認の請求が可能であるが、

予算検討及び協議期間を踏まえ、工期末は不可とし、上記を原則とする。

※

本方式は、実施数量による精算を対象とした制度ではない。〇

数量基準に基づき算出した入札時積算数量書は入札公告等の添付資料であり、

確認の請求の際には根拠資料（基準に基づく積算資料等）を添付する。

⑤ その他留意点

設計図書ではなく、その数量は「契約数量」ではない。

〇

〇 契約に係る設計図書は、図面・仕様書・現場説明書・質疑回答書

〇

【契約】本方式を実施しようとする場合 ※落札者は、契約後、細目までの請負代金内訳書を提出

【工事請負契約書】追加条項

【入札時公開資料】

入札公告

「入札時積算数量書活用方

式」の対象工事である旨等を

明記

入札時積算数量書

入札参加者は，発注者が示す入札時

積算数量書の積算数量を活用

※入札時積算数量書の活用は必須ではない

【設計図書】 ※従来通り

図面 仕様書

現場説明書

質疑回答書

【設計図書】 ※従来通り

図面 仕様書 現場説明書

積算数量に

疑義

確認の請求

（根拠資料の提出）

必要に応じて協議を行い

「入札時積算数量書」を訂正

必要に応じて

請負代金額の変更

入札参加者 ※従来通り

工事費内訳書の作成

入札公告等添付資料

《入札時積算数量書説明書を添付》

入札時の提出書類は従来通り変
更なし

入札参加者は、発注者が示す入札時
積算数量書の積算数量を活用。
なお、入札時積算数量を活用せず、入札

を行うことも可能。

「入札時積算数量書」に質疑が
生じた場合の請求，受発注者の
協議，訂正等について明記。

18条の2

受注者からの確認の請求は、入札時積算数量書におけ
る当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者
が契約後に提出した工事費内訳明細書における当該
数量が同一であると確認できた場合のみに行うことがで
きる。

18条の2第2項


